
令和６年度個人住民税の定額減税令和６年度個人住民税の定額減税
▲

町ホームページ
▲

国税庁ホームページ

　令和６年度税制改正の大綱に基づき、令和６年度の個人住民税において、定額減税が実施されます。
※令和６年分の所得税の定額減税（対象者１人につき３万円）は、国税庁ホームページをご覧ください。
対　令和６年度分の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
※給与収入のみの方の場合は、給与収入2,000万円以下の方（「子ども・特別障害者などを有する方などの所得金
額調整控除」の適用を受ける方は、2,015万円以下）
※納税義務者本人が均等割のみ課税される場合は、対象外です。
手続き▶納税義務者からの申告や申請は不要（町において定額減税額を算出し、減税を行います。）
※確定申告や年末調整で扶養者の申告が漏れてしまい、定額減税を受けられなかった方は、税務課へご連絡くださ
い。
定額減税額算出方法▶例：納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族２人の４人世帯の場合
納税義務者（１万円）+控除対象配偶者（１万円）+扶養親族２人（２万円）＝４万円
定額減税実施方法▶定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じて、次のとおり減税を実施します。
〇給与特別徴収（給与から天引きの方）
　　６月分は徴収せずに、定額減税後の税額を７月分～令和７年５月分の11か月に分割して徴収します。（100円
未満の端数は、最初の月で徴収します。）
※減税で所得割額が０円となる場合は、７月分に均等割額をまとめて徴収します。
※定額減税の対象外となる納税義務者は、従来のとおり、６月分から徴収します。

〇普通徴収（口座引き落としや納付書で納付する方）
　　定額減税前の税額をもとに算出した第１期分（６月分）の税額から減税し、第１期分から減税しきれない場合
は、第２期分（８月分）以降の税額から、順次減税します。

〇年金特別徴収（年金から天引きの方）
　　定額減税前の税額をもとに算出した10月分の税額から減税し、減税しきれない場合は12月分以降の税額から、
順次減税します。
※令和６年度から新たに年金特別徴収が開始される方は、第１期分（６月分）および第２期分（８月分）は普通
徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

　定額減税しきれないと見込まれる方については、調整給付金の支給を実施予定です。
　詳しくは、決まり次第、『広報いな』などでお知らせします。
問　定額減税について…税務課＊２１５５、調整給付金について…社会福祉課＊２１３６
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額

※６月分から控除（控除しきれない場合は８月分以降で減額）
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※６月分は徴収しません。

４月 ６月 ８月 10月 12月 ２月

税 

額

※仮徴収税額は令和５年６月で確定していて
　納税義務者にも通知済み。

仮徴収税額
（前年の年税額の１/２を３期で徴収）
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※10月分から控除（控除しきれない場合は12月分以降で減額）
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　任期満了（５月13日）に伴う町長選挙が４月16日
に告示され、２氏が立候補し、４月21日に投票が行
われました。
　即日開票の結果、大島清氏の当選が決まりました。 有権者数　　　36,732人

有効投票　　　10,245票
無効投票　　　　 112票

不受理・持帰り　　なし
投票総数　　　10,357票
投票率　　　　 28.20％

大島　　清（75歳）　8,615票
小西　彦治（52歳）　1,630票

当
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５
月
14
日
付
け
で
、
引
き
続

き
、
伊
奈
町
長
の
重
責
を
担
わ
せ

て
い
た
だ
く
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と
に
な
り
ま
し
た

大
島
清
で
ご
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。

　
皆
さ
ま
か
ら
寄
せ
ら
れ
ま
し
た

信
頼
と
期
待
に
応
え
る
べ
く
、
町

民
の
皆
さ
ま
が
、
「
こ
れ
か
ら
も
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心
し
て
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み
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け
ら
れ
る
　
ぬ

く
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り
の
あ
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く
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を
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し
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全
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全
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げ
て
ま

い
り
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す
。

　
私
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施
策
の
基
本
理
念
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こ
れ
ま
で
８
年
間
、
進
め
て
き
た

各
種
施
策
を
一
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と
力
強
く
推
進

し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
ま
た
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れ
か
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て
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み
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け
ら
れ
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く
も
り
の
あ
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ち
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を
目
指
し
、
町
の
未
来
の
姿
を
見

据
え
て
、
今
な
す
べ
き
取
り
組
み

を
果
敢
に
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　
さ
て
、
私
は
３
期
目
に
あ
た
り

次
の
５
大
重
点
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策
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掲
げ
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せ
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い
た
だ
き
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し
た
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取
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り

　
今
後
の
人
口
減
少
に
備
え
、
子

育
て
世
代
が
定
住
し
、
す
べ
て
の

妊
婦
・
子
育
て
家
庭
が
、
安
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し

て
出
産
や
子
育
て
し
や
す
い
環
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を
整
え
て
ま
い
り
ま
す
。

　
ま
た
、
子
ど
も
か
ら
ご
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の

方
、
障
が
い
の
あ
る
方
な
ど
、
誰

も
が
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み
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れ
た
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し
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せ
る
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康

長
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し
て
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り
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の
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さ
ま
の
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命
と
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産

を
守
る
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防
災
力
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・
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助
・
公
助
・
互
助
）
の
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上
に

努
め
、
実
効
性
の
あ
る
施
策
を
講

じ
て
ま
い
り
ま
す
。

◆
広
域
連
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の
ま
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く
り

　
災
害
や
事
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が
発
生
し
た
際
に
、

迅
速
に
対
応
す
る
た
め
、
救
急
体

制
の
強
化
と
防
災
力
向
上
を
図
っ

て
ま
い
り
ま
す
。

　
ま
た
、
近
隣
市
と
の
公
共
施
設

の
相
互
利
用
に
つ
い
て
は
、
連
携

を
強
化
し
、
快
適
な
生
活
環
境
の

整
備
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。
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産
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、
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町
の
さ
ら
な
る
に
ぎ
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を
創

出
す
る
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商
業
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工
業
・
農

業
・
観
光
の
活
力
向
上
を
図
り
、

元
気
な
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て

ま
い
り
ま
す
。

　
ま
た
、
企
業
誘
致
や
創
業
支
援

を
推
進
し
、
雇
用
の
安
定
に
努
め

て
ま
い
り
ま
す
。

◆
教
育
の
充
実
と
国
際
化
に
対
応

し
た
ま
ち
づ
く
り

　
次
世
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の

た
め
、
教
育
施
設
の
充
実
と
教
育

力
の
向
上
お
よ
び
国
際
化
に
対
応

で
き
る
人
材
の
育
成
を
図
っ
て
ま

い
り
ま
す
。

　
ま
た
、
外
国
人
住
民
の
方
々
と

の
調
和
を
図
る
た
め
、
外
国
人
住

民
の
方
々
と
地
域
と
の
相
互
理

解
・
異
文
化
交
流
の
促
進
に
努
め

て
ま
い
り
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
施
策
は
、
就
任
以
来

実
施
し
て
い
る
「
町
長
タ
ウ
ン
ミ
ー

テ
ィ
ン
グ
」
な
ど
、
町
民
の
皆
さ

ま
の
生
の
声
を
幅
広
く
伺
い
な
が

ら
着
実
に
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

  

躍
進
す
る
伊
奈
、
前
へ
、
そ
し  

  

て
前
へ

　
こ
れ
ま
で
２
期
８
年
間
、
町
民

の
皆
さ
ま
の
ご
理
解
、
ご
協
力
の

も
と
着
実
に
伊
奈
町
を
育
ん
で
ま

い
り
ま
し
た
。

　
さ
ら
な
る
伊
奈
町
の
躍
進
を
目

指
し
、
町
民
の
皆
さ
ま
と
と
も
に

「
こ
れ
か
ら
も
安
心
し
て
住
み
続

け
ら
れ
る
　
ぬ
く
も
り
の
あ
る
ま

ち
づ
く
り
」
の
実
現
に
向
け
、
全

て
の
事
業
に
役
場
全
体
で
ワ
ン

チ
ー
ム
と
な
っ
て
、
誠
心
誠
意
、

取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　
今
後
と
も
、
温
か
い
ご
支
援
と

ご
理
解
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

▲５月14日初登庁日に大勢の町民の皆さまや
　職員に出迎えられる大島町長
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